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学校教育施設 
(1)学校施設（小学校、中学校、高等学校、学校給食センター）、 
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医療施設 (26)病院・診療所 

行政施設 
(27)本庁舎、(28)支所、(29)消防庁舎、(30)消防団詰所、(31)教職員・職員住宅、 

(済 3)公文書館、(32)その他施設（行政） 

公営住宅 (済 4)市営住宅等、(33)その他施設（公営住宅） 

その他施設 (34)駐車場、(35)交通施設、(36)その他施設（その他） 

 
 

個別施設計画（建築物）の策定単位 
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１ 公共施設マネジメントの推進 

（１）個別施設計画とは 

本市は、持続可能な行財政運営に基づき、活気あるまちづくりや市民生活の質の向上を目指し、将来

にわたり真に必要な公共施設サービスを提供するため、平成 29 年 3 月、長野市公共施設等総合管理

計画（以下「総合管理計画」という。）を策定し、「将来世代に負担を先送りすることなく、より良い資産を

次世代に引き継いでいく」を基本理念として全庁的な公共施設マネジメントを推進しています。 

 

建築物の長野市公共施設個別施設計画（以下「本計画」という。）は、総合管理計画に基づき、個別施設

ごとの具体の対応方針を定める計画として、点検・診断によって得られた個別施設の状態、維持管理・更

新等に係る対策の優先順位の考え方、対策の内容や実施時期を示すもので、国のインフラ長寿命化基本

計画（平成25年 11月インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議策定）における「個別施設

毎の長寿命化計画（個別施設計画）」として策定するものです。 

なお、本計画は、総合管理計画における施設分類の「中分類」を基本とする編ごとに策定します。 

 

本計画の策定に当たっては、品質（良好な施設、環境）・供給（真に必要なサービス）・財務（長期にわた

る最少の経費）の３つの視点から公共施設の現状を客観的に把握・分析するとともに、エリアマネジメン

トやまちづくりの視点等も踏まえて検討します。 

 

 【個別施設計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、過去に個別施設計画を策定した施設が本計画の対象である場合、本計画が当該施設の個別施設

計画となります。 

 

 

インフラ老朽化対策
の推進に関する関係
省庁連絡会議 

インフラ長寿命化基本計画 

（基本計画）【国】 

平成25年 

11月29日決定 

平成28年度中の 

策定を要請 

 

（行動計画） 【国】 （行動計画） 【地方公共団体】 
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（個別施設計画） （個別施設計画） 

長野市公共施設等総合管理計画(H29.3) 
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（２）計画の目的等 

本計画は、保有施設の全体を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化等を計画的に推

進することで、財政負担の軽減・平準化とともに、公共施設等の適切な保全と最適な配置の実現を目的

とします。 

この目的を実現していくため、普通財産を含めた施設を網羅し、目標使用年数までの残年数、改修周

期、耐震性、借地料の有無等の個別施設の状況を示します（一部小規模な建物は除く。）。 

また、提供している機能（サービス）の方向性を検討し、老朽化等ハード面の課題に対する対策やその

費用等を明らかにすることで、公共施設等適正管理推進事業債の活用要件を満たすものとします。 

（３）本市の現状と課題 

ア 公共施設の老朽化 

本市の公共施設は、高度経済成長期の急激な人口の増加に伴う行政需要の増大に対応するため、

昭和 56 年（1981 年）頃をピークに、小中学校をはじめとする学校教育施設や市営住宅などの整備

を積極的に行ってきました。 

しかし、これらの施設は建築からすでに 30 年以上が経過しており、老朽化施設の割合は、47％

（図１参照）に達しています。 

また、平成 10 年（1998 年）に開催した長野冬季オリンピック・パラリンピックのために整備した、

エムウェーブ（7.6 万㎡）をはじめとする大規模な競技施設が、長寿命化のための改修時期を迎える

こともあり、改修・更新にかかる費用の財源確保が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：公共施設の現状2020（令和２年６月公表） 

図１ 公共施設の建築年度別面積 
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イ 人口減少、人口構成の変化 

本市の総人口は、平成 12年（2000年）にピークを迎え（図２参照）、今後も減り続けていく見込み

です。また、人口構成は、より一層少子・高齢化の進行が見込まれており、社会保障関係費は増加する

一方、生産年齢人口が減っていくため（図３参照）、公共施設の適正な維持管理の費用だけでなく、社

会保障などの市民サービスにかかる費用をどう確保していくかが課題となっています。 

年齢３区分別にみると、年少人口（０～14 歳）は昭和 55 年（1980 年）以降出生数が少なくなり、

緩やかに減少しています。生産年齢人口（15～64歳）は平成７年（1995年）まで増加し、以降減少し

ています。老年人口（65歳以上）は、昭和40年（1965年）から増加傾向にあり、平成７年（1995年）

には年少人口を上回りました。老年人口の増加は次第に緩やかになり、令和 22 年（2040 年）以降

は減少に転じると推計されています。 

また、令和 22 年（2040 年）には、現在より 5 万人以上の生産年齢人口の減少が見込まれ、人口

構成も大きく変化することから、財政への影響が懸念され、行政需要の変化への対応も進める必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年（2015年）までは国勢調査、令和2年（2020年）以降は、国立社会保障・人口問題研究所
「日本の地域別将来推計人口」に準拠した推計 

図２ 年齢３区分別人口の推移と将来推計 

平成27年（2015年）までは国勢調査、令和2年（2020年）以降は、国立社会保障・人口問題研究所
「日本の地域別将来推計人口」に準拠した推計 

図３ 生産年齢人口（15～64歳）の将来推計 
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ウ 本市の財政状況 

本市の歳出決算額の推移（図４参照）で平成 12 年度（2000 年度）と平成 30 年度（2018 年度）

を比較すると、扶助費（社会保障関連経費）が約３倍に増えています。一方で、投資的経費は減少傾向

にあります。市税収入は、平成 19 年度（2007 年度）に、一旦は税源移譲により増加したものの、そ

の後は横ばい傾向にあります。 

令和元年東日本台風災害や新型コロナウイルス感染症の影響もあり、今後、本市の財政はさらに厳

しくなることが予想されることから、今後の公共施設の適正な維持管理については、安全性を確保し

ながら最適なサービスを提供し続けていけるかが課題となります。 

こうしたことから、現在保有しているすべての施設を残す（建て替える）ことは不可能（図５参照）な

状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図５ 公共施設の将来の改修・更新費用の推計 

資料：長野市公共施設白書（平成25年10月） 

不足分 
63.4億円／年 

今ある施設（建築物）をすべて残す（更新
していく）場合、 
公共施設白書では、平均で年63.4億円
(40年で2,534億円)足りないと試算
されています。 

１年当たりの不足分
を生産年齢人口で
割ると、 
2015年では１人 
当たり２万９千円、
2035年では１人 
当たり３万７千円 
になります。 

＜扶助費＞ 
人口ピーク時の 

H12と比較すると 

約３倍に増加 

図４ 一般会計性質別歳出決算 

資料：各年度決算の概要より作成 

いくら足りないの？ 
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２ 対象施設 

（１）対策等を示す施設 

 

 

 

 

 
⑥「構造」～⑪「耐震性」の各欄と⑯「期間中に更新・改修を迎える年度」、⑰「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の 

内容を表示しています。 

 

面積 構造
建築
年度

施設名称 設置条例等 地区所管課

④
1

① ② ⑤ ⑥ ⑦③

次ページの表の見方 

⑬

指定

避難所

期間中に改修・更新

を迎える年度

複合
施設

指定
管理

目標使用

残年数

⑨ ⑫

耐震性
改修・更新

の内容

経過
年数

特記事項

⑱⑯ ⑰⑮

借地
耐震
基準

⑭⑪⑩⑧
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表１-1 児童館・児童センター一覧 

「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。 

 

施設名称 設置条例等 所管課 地区
面積

（㎡）
構造

建築
年度

経過
年数

指定

避難所

期間中に改修・更新

を迎える年度

改修・更新

の内容 特記事項
目標使用

残年数

耐震
基準

耐震性
指定
管理

複合
施設

借地

Ｓ造 1981 40 40 新 ○ 〇 － 有償 ー 2021 40

Ｓ造 2000 21 59 新 ○ 〇 － ー ー ー ー1 加茂児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 第一 352.27

2 箱清水児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 第二 297.28

－ ー ー 2025 403 湯谷児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 第二 298.18 Ｓ造 1985 36

4 長野中央児童館 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 第三 207.36 Ｗ造 1978 43 -3 旧 － － 〇 ー ー 経過 経過
居町区公民館

44 新 ○ 〇

〇 ー ー 2022 405 柳町児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 第三 298.32 Ｓ造 1982 39
柳町区公民館

6 南部児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 芹田 304.69 Ｓ造 1983 38 42 新 ○ 〇 － ー ー ー ー

41 新 ○ 〇

－ 有償 ー ー ー7 裾花児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 第五 299.32 Ｓ造 1994 27

8 吉田児童センター（ノルテながの内） 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 吉田 380.33 ＳＲＣ造 1997 24 56 新 ○ 〇 〇 ー ー ー ー
支所、公民館、保健センター、老
福センター、民間施設など

53 新 ○ 〇

〇 ー ー 経過 経過9 日詰児童館 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 芹田 198.04 Ｗ造 1973 48
日詰区公民館

10 古牧児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 古牧 339.5 Ｓ造 1997 24 56 新 ○ 〇 － ー ー ー ー

-8 旧 － 〇

－ ー ー 経過 経過11 三輪児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 三輪 405 Ｗ造 1974 47

12 古里児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 古里 298.34 Ｓ造 1982 39 41 新 ○ 〇 － 有償 ー 2022 40

-7 旧 ○ 〇

－ ー ー 2028 4013 柳原児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 柳原 299.16 Ｓ造 1988 33

14 浅川児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 浅川 305.51 Ｓ造 1982 39 41 新 ○ 〇 － ー ー 2022 40

47 新 ○ 〇

－ ー ー ー ー15 大豆島児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 大豆島 780.06 Ｓ造 2011 10

16 朝陽児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 朝陽 297.86 Ｗ造 1975 46 -6 旧 － 〇 － ー ー 経過 経過

70 新 ○ 〇

－ ー ー 経過 経過17 若槻児童館 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 若槻 189.54 Ｗ造 1972 49

18 徳間児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 若槻 298.18 Ｓ造 1985 36 44 新 ○ 〇 － ー ー 2025 40

-9 旧 ○ 〇

－ ー ー 2029 4019 長沼児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 長沼 299.52 Ｓ造 1989 32

20 安茂里児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 安茂里 422.84 ＲＣ造 1971 50 0 旧 ○ 〇 〇 ー ー ー ー
安茂里分団詰所

48 新 ○ 〇

－ ー ー 2023 4021 松ヶ丘児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 安茂里 298.8 Ｓ造 1983 38

22 芋井児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 芋井 288.99 Ｗ造 1971 50 -10 旧 ○ 〇 － ー ー 経過 経過

42 新 ○ 〇

〇 ー ー 2025 2023 共和児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 篠ノ井 448.66 ＲＣ造 2005 16
共和小学校

24 塩崎児童館 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 篠ノ井 189 Ｓ造 1983 38 12 新 ○ 〇 － ー ー ー ー

64 新 ○ 〇

－ ー ー ー ー25 篠ノ井西児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 篠ノ井 324.7 Ｓ造 1981 40 10 旧 ○ 〇
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施設名称 設置条例等 所管課 地区
面積

（㎡）
構造

建築
年度

経過
年数

指定

避難所

期間中に改修・更新

を迎える年度

改修・更新

の内容
特記事項

目標使用

残年数

耐震
基準

耐震性
指定
管理

複合
施設

借地

26 篠ノ井中央児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 篠ノ井 316.71 Ｗ造 1973 48 -8 旧 ○ 〇 － ー ー 2024 更新

－ ー ー ー ー27 篠ノ井東児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 篠ノ井 299.07 Ｓ造 1995 26

28 松代花の丸児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 松代 359.24 Ｓ造 2001 20 60 新 ○ 〇 － ー ー 2021 20

54 新 ○ 〇

－ ー ー 2024 4029 松代東条児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 松代 299.34 Ｓ造 1984 37

30 豊栄児童館 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 松代 189.97 ＲＣ造 2002 19 61 新 ○ 〇 〇 ー ー 2022 20
豊栄小学校

43 新 ○ 〇

－ ー ー ー ー31 綿内児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 若穂 374.21 Ｓ造 2000 21

32 川田児童館 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 若穂 190.99 Ｗ造 1976 45 -5 旧 ○ 〇 － ー ー 経過 経過

59 新 ○ 〇

〇 ー ー 2029 更新33 保科児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 若穂 118.9 ＲＣ造 1979 42
保科小学校

34 昭和児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 川中島 656.83 ＬＧＳ造 2002 19 21 新 ○ 〇 〇 ー ー 2022 20
昭和小学校

38 旧 ○ 〇

－ ー ー 2024 4035 川中島児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 川中島 297.65 Ｓ造 1984 37

36 青木島児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 更北 401 Ｓ造 2003 18 62 新 ○ 〇 － ー ー 2023 20

43 新 ○ 〇

－ ー ー ー ー37 下氷鉋児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 更北 299.29 Ｓ造 1992 29

38 三本柳児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 更北 450 ＲＣ造 2004 17 63 新 ○ 〇 〇 ー ー 2024 20
三本柳小学校

51 新 ○ 〇

－ ー ー 2026 2039 豊野西部児童センター 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 豊野 400.46 Ｓ造 2006 15

40 豊野東部児童館 長野市児童館の設置及び管理に関する条例 こども政策課 豊野 74.91 Ｗ造 1984 37 3 新 ○
豊野東小学校（一部のみ、分館は
校外）〇 〇 ー ー 2024 更新

65 新 ○ 〇
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（２）施設の配置 

 

 

表1-2 下表の施設は、面積が小さい等の理由で、次頁以降の評価・検討等を省略しています。 

 

 

 

３ 計画期間 

本計画の期間は、令和３年度（2021年度）から令和12年度（2030年度）までの 10年間とします。 

計画期間中は、進捗状況等についてフォローアップを実施し、把握した状況を踏まえ、５年を目安に見直

すこととします。 

なお、見直しの時期については、社会情勢の変化、地域の人口構成やニーズ等の変化、取組の進捗状況

等に応じ、柔軟に行い、継続的に公共施設マネジメントを推進します。 

  

501 北郷児童館 - こども政策課 浅川 189.47 Ｗ造 1971

施設名称 設置条例等 所管課 地区
面積

（㎡）
構造

建築
年度

経過
年数

児童館・児童センター 

左の地図は、地図情報

システムを使用し、 

前ページ一覧に表示し

ている施設の、 

概ねの場所（施設の配

置）を示しています 
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４ 施設の現状と課題 

（１）設置目的 

児童館・児童センターは、市内に居住する小学校に就学している児童に対し、健全な遊びを与えるこ

とにより、健康の増進を図ることや情操を豊かにすることを目的としています。 

現在、本市の児童館・児童センターは、小学校に通う児童の安全で安心な居場所を確保し、遊びや交流、

各種体験活動を通して子どもたちの健やかな育ちと、子育てと仕事の両立を支援する「放課後子ども総

合プラン」の実施場所として活用しています。 

 

（２）根拠法令等 

・児童福祉法 

・長野市児童館の設置及び管理に関する条例 

・長野市児童館の設置及び管理に関する条例施行規則 

 

（３）老朽化の状況 

児童館・児童センターの建設年度については、ある一定の期間に集中しているわけではなく、各小学

校の児童数の増減や保護者の就労状況の変化等に応じて建設（増築を含む。）されてきています。ただ、

グラフからも分かるとおり、施設の約半数が築 30年以上経過しており、今後も維持管理費用が継続的

に必要となってきます。今後は、児童の放課後等の居場所を確保するという観点から、必要な更新を行

っていくことになります。 
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（４）利用状況 

 

（５）維持管理コストの状況 

本計画では、管理運営経費(ランニングコスト ※１)として以下の科目を集計しています。 

区 分 科 目 内 容 

支出 

人件費 施設職員の人件費（同一基準による積算） 

光熱水費 電気、ガス、水道等の料金 

修繕費 ※2 施設（設備）の修繕料 

委託料 設備点検、清掃、警備等の委託料 

賃借料 土地や建物に係る賃借料 

指定管理料 指定管理者施設の管理運営コスト 

収入 使用料等 施設の使用料や手数料等の歳入 

    ※２ 大規模な改修工事費を除いている場合もあります。 

 

  

詳細は巻末資料参照 
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 公共施設の整備等に当たっては、建設費等のイニシャル 

コストだけでなく、ライフサイクルコスト＝ＬＣＣを含めた検討 

が必要です。 

    ＬＣＣは建物の建築から廃止・解体まで生涯にわたって 

かかるコストであり、建設に係るコスト以上に維持管理等の 

コストがかかります。 
[3, 000㎡の官庁庁舎、65年間のコストを算定した場合] 

企画設計コスト 1.6％ 設計・現地調査・環境管理 

建設コスト 25.7％ 工事管理・建設・施工検査 

運用管理コスト 71.1％ 保全・修繕・運用・一般管理 

解体再利用コスト 1.6％ 解体・再利用 

 

 

 

児童館・児童センターについては、すべて指定管理者による管理を行っており、職員の人件費や光

熱水費などは、一部の施設を除き、すべて指定管理料に含まれています。放課後子ども総合プラン事

業に登録する児童の数に応じて配置される職員数も変わってくることから、施設規模（利用者数）と

コストはおおむね比例関係にあります。 

（６）今後の改修・更新費用の推計 

推計は、公共施設白書※３に準じて、全ての建物について大規模改修を建設後 30 年で行い、その後

30年（築60年）で今と同じ面積で建替えると仮定して試算しています。（「自然体」による推計） 

※３ 詳細は公共施設白書47ページからの「第４章 将来の改修・更新費用の推計」を参照 

施設をすべて更新した場合の費用推計は次のとおりとなります。 

施設 

出典：国土交通省監修「建築物の  

ライフサイクルコスト」 

※１ イニシャルコストとランニングコスト 

詳細は巻末資料参照 

企画設計費 建設費

運営費
保全費

修繕費
更新費

一般管理費

イニシャルコスト

ランニングコスト

建物のライフサイクルコストの氷山
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表２ 今後40年間の累計コスト一覧 

期 間 改修（累計） 更新（累計） 合計（累計） 

今後10年間 18.3億円 0.0億円 18.3億円 

今後20年間 24.1億円 8.4億円 32.6億円 

今後30年間 25.7億円 23.8億円 49.5億円 

今後40年間 25.7億円 32.9億円 58.6億円 

注）端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。 

 

児童館・児童センターの改修・更新費用は、今後40年間で改修費用が25.7億円、更新費用が32.9

億円の合計58.6億円となります。 

今後 30 年間で大きく増加することが見込まれるため、計画的な改修や長寿命化により経費を平準

化することが必要となります。 

 

（７）これまでの施設配置や規模の基準等 

これまで長野市では、いわゆる「鍵っ子対策」を出発点とした福祉的観点から、放課後児童対策として

児童館・児童センターを整備してきました。 

現在、児童館・児童センターは放課後子ども総合プラン事業の実施場所として、長野市放課後児童健

全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例に規定する専用区画の面積基準（児童一人につきおお

むね 1.65 ㎡以上）に基づき、児童数が急激に増加した小学校区の施設では、必要な居室の確保に向け、

既存施設の増改築や小学校の余裕教室の活用を原則とした整備を行うなど、地域の実情に応じて施設

配置を行っています。 
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（８）課題 

現在、本市の児童館・児童センターは、小学校に通う児童の安全で安心な居場所を確保し、遊びや交流、

各種体験活動を通して子どもたちの健やかな育ちと、子育てと仕事の両立を支援する「放課後子ども総

合プラン」事業の実施場所となっています。共働き世帯の増加や核家族化・少子化に伴う留守家庭児童

の増加、子どもが被害者となる事件の増加等もあり、本市では年々登録児童数が増加しており、今後も

増加が見込まれています。小学校の余裕教室等を活用した「子どもプラザ」も開設し、児童の居場所の確

保に努めていますが、需要に応じるためには、児童館・児童センターは多くの地区で必要となっていま

す。しかしながら、狭隘化に加え、全体の約半数の施設が老朽化しており、また、一部の児童センターで

は、長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する条例に規定する児童一人につきおおむね

1.65 ㎡以上の専用区画の面積基準を満たせていないことから、早期の課題解決が必要となっていま

す。また、平成30年度からの放課後子ども総合プラン事業有料化に伴い、ハードとソフト両面から事業

の質の向上に努めていくこととしています。 
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５ 施設評価（対策の優先順位の考え方） 

総合管理計画では、施設の長寿命化と施設総量縮減（今後20年間で20％の延床面積の縮減※４）を

合わせて進めることにより、改修・更新費用の縮減を図るものとしています。 

 

 

個別施設の方針を検討するに当たり、「長野市総合計画」をはじめ、「長野市都市計画マスタープラン」

などの関連する計画を踏まえるとともに、施設の現状と課題の分析及び評価、地域特性や将来の人口

減少による影響、社会的役割の変化等、様々な視点から総合的に検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

個別施設計画は、単なる削減計画ではなく、厳しい財政状況の中、必要な投資を確実に実施するた
めの対応方針を定める計画です。 
本市にとって、何が必要な投資なのかを十分に検討し、その必要な財源を確保するため、重点化

や優先順位付けを行うことが重要です。 

※４ 平成 27 年度（2015 年度）に公共施設マネジメント指針を策定し、20 年後の令和 17 年度
（2035年度）までに公共施設総量（総延床面積）を20％縮減する目標を掲げています。 

第五次長野市総合計画 （抜粋） 

まちづくりの基本方針 

２「持続可能な」まちづくりの推進 

公共施設については、市民の理解を得な
がら、既存施設の複合化・多機能化を進め
るとともに、最適な維持・管理や計画的な改
修等により長寿命化を図るなど、有効に活用
しながらサービスを提供し、将来世代が安心
して暮らし続けられるよう見直しを進めます。 

長野市都市計画マスタープラン （抜粋） 

都市づくりの目標 

２ 都市の資産を上手に使い再生する 

公共施設の複合化・多機能化と、交通利
便性の高い拠点エリアへの集約を戦略的
に進めることで、様々な都市のストックを活
用し、まちの再生を図る。 
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（１）一次検討（定量的な分析） 

ア 建物の状態（劣化度） 

経過年数に応じた評価、点検・診断結果を踏まえて評価します。 

老朽化が著しく進んでいる場合は、安全確保が図られるよう早急に方針を決定し、対策を実施する

必要があります。また、点検・診断は建築基準法に基づく 12 条点検又は施設管理者による部位部材

の状態の日常点検による評価です。 

経過年数（カッコ内は新耐震※６） 評価Ａ 点検・診断 評価Ｂ 

⑤ 10年未満（15年未満） ５ 81 ～100点 ５ 

④ 10年以上（15年以上） ４ 61 ～ 80点 ４ 

③ 20年以上（30年以上） ３ 41 ～ 60点 ３ 

② 30年以上（45年以上） ２ 21 ～ 40点 ２ 

①  40年以上（60年以上） １ ０ ～ 20点 １ 

  ※６ 新耐震は昭和56年（1981年）６月に施行された基準を満たす建築物の場合 

なお、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に立地する施設の場合は、経過年数評価、点検・診断評

価の結果にかかわらず最も低い評価としています。 

イ 利用状況 

利用者数や稼働率、件数等の利用状況により利用度を施設分類ごとに相対的に評価します。利用

者が少ない施設や稼働率が低い施設については、サービスの必要性や提供方法の見直しによる改善

が必要となります。 
 

 

 

 
 

ウ 維持管理等コストの状況 

維持管理コストを「イ 利用状況」と同様に施設分類ごとに相対的に評価します。 

維持管理費が他の施設と比較して大きい施設については、サービスの内容や提供方法等を見直し、

経費節減を図る必要があります。また、更新等に多額の費用を要する施設については、将来負担を踏

まえた慎重な検討が必要です。 

 

    

 

 

 

 

 

 

り

一次検討結果 

（次頁）の見方 

注）施設名称は、都合により８文字  

までの表記としています。 

施設分類内での比較 
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図10 一次検討の結果 

15 豊野西部児童セン 大豆島児童センタ

14

13

12 豊栄児童館
加茂児童センター
裾花児童センター

篠ノ井東児童セン　青木島児童センタ　下氷鉋児童センタ 吉田児童センター　古牧児童センター　松代花の丸児童セ 共和児童センター　綿内児童センター　三本柳児童センタ 昭和児童センター

11

10 塩崎児童館 箱清水児童センタ 松代東条児童セン

9 浅川児童センター 松ヶ丘児童センタ
南部児童センター
長沼児童センター

湯谷児童センター
柳原児童センター

柳町児童センター　徳間児童センター　川中島児童センタ 古里児童センター

8 豊野東部児童館

7 篠ノ井西児童セン

6 保科児童センター 長野中央児童館 川田児童館 安茂里児童センタ 篠ノ井中央児童セ 三輪児童センター

5 芋井児童センター 若槻児童館 日詰児童館

4

3 朝陽児童センター

レッド
ゾーン

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

図10 一次検討結果（児童館・児童センター） 縦軸・横軸の中間点
劣化度：一番大きな建物（棟）で評価

利
用
度
・
コ
ス
ト

篠ノ井東児童セン　青木島児童センタ　下氷鉋児童センタ

吉田児童センター　古牧児童センター　松代花の丸児童セ

共和児童センター　綿内児童センター　三本柳児童センタ

柳町児童センター　徳間児童センター　川中島児童センタ
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（２）二次検討（定性的な要素）  

   一次評価や、施設の現状と課題を踏まえ、地元の意見や施設利用者だけでなく、利用していない人や

他地区の市民の目線など、多角的、多面的に検討します。 

また、基本理念の「将来世代に負担を先送りすることなく、より良い資産を次世代に引き継いでいく」

ため、将来の財政状況や改修・更新費用の推計を踏まえ、限りある財源を有効に使えるよう本市の公共

施設全体で調整を行い、個別施設の方針を決定します。 

 

ア サービスの必要性、代替性 

提供しているサービスの必要性については、行政が実施しなければならないサービスであるか、今

後の人口減少等により需要がどのように変化していくかを見極める必要があります。 

また、他の類似の公共施設や民間施設でも実施していないか、民間や地域で実施できないか、施設

（ハード）設置ではなくサービス（ソフト）で対応できないかという点も考慮する必要があります。 

イ 施設配置状況等 

本市は、合併により広い市域を持ち、地理的条件や地域の特色があり、同じ施設分類であっても施

設規模に違いがあります。また、他の中核市（令和2年4月 1日現在：長野市を含め 60市）と比べ

て、施設数や延床面積が多ければ、財政力が中核市平均以下である本市にとっては、負担が大きいこ

とになります。 

ウ 運営の改善等 

市が提供する様々なサービスに要する費用は、税金によって賄われており、市民全体で負担して

います。しかし、特定の人だけが利用するようなサービスの場合、そのサービスを利用しない市民の

税金も投入されており、利用する人と利用しない人の負担に差が生じることになります。 

検討に当たっては、延床面積を単に縮減するのではなく、「行政サービスの利用者の負担に関する

基準」を踏まえ、利用者に適正な受益者負担を求めることや、管理・運営の改善による本市の負担軽

減によって施設を維持していくことも検討する必要があります。 

エ ワークショップ・地元意見等 

公共施設見直しの計画策定前の段階から、市民と市が一緒に検討する、地域の公共施設に関する

試みとして、平成28年度にモデル地区として実施した芋井地区を皮切りに平成29年度から約３年

かけて市内の全地区（長沼地区を除く）において、市民ワークショップや懇談会等を開催してきました。 

本計画における対策等については、ワークショップ、利用者（受益者）、地元地区からの意見も参考

にしつつ、利用していない人を含め、広く市民の意見を踏まえて検討します。 

オ 対策による影響・効果 

延床面積を単に縮減するのではなく、複合化や集約化による影響や効果、新しい価値観や機能の

充実を含めて検討します。 

例えば、複合化には、利用者が同じ場所に集まることによる賑わいや新たな交流の創出、ワンスト

ップサービスなどの効果が期待できます。また、集約化では、廃止される施設の利用者にとっては施

設への距離が遠くなるデメリットがありますが、集約化後の施設の賑わいや、節減された経費の一部

を魅力向上への投資やソフト事業に回すことで、市民サービスの向上を図ることができます。 
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(３)二次検討の結果 

ア サービスの必要性、代替性 

本市の児童館・児童センターは、放課後子ども総合プラン事業の実施場所として利用しています。

プラン事業は、小学生の安心・安全な居場所や多様な体験活動を提供することにより、子どもの健や

かな育ちを支援するとともに、保護者の就労支援を目的としており、小学生のいる家庭にとっては重

要な施設です。また、少子化や核家族化が進むこの時代において、共働き世帯の増加や、児童が被害

者となる事件・事故の発生に伴い、プラン事業に対する保護者のニーズはますます高まっており、今

後も、一定程度の需要を見込んでいます。本市では、小学校の特別教室や余裕教室を活用して「子ど

もプラザ」を開設している小学校区もあり、今後、条件が整った校区から施設の集約化を進めていき

ます。 

 また、本市の児童館・児童センターは指定管理者制度を導入し、民間に運営を委託しており、それ

に合わせてプラン事業も指定管理受託事業者に委託しています。限られた予算の中で、民間の能力を

活用しながらサービスの向上に努めています。 

イ 施設配置状況等 

本市の児童館・児童センターは、休館している施設も含めて40施設あります。小学生を対象にした

放課後子ども総合プラン事業の実施場所であるため、原則として小学校区ごとに設置されており、特

別な事情がない限り、利用者もその校区の児童に限られています。また、小学校内の子どもプラザで

十分なスペースが確保できている校区には設置されていません。他市においては、児童館・児童セン

ターを放課後児童クラブとして活用している以外に、地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）

や、家庭・学校・地域の連携拠点として活用しており、利用者を限定している本市と一概に施設数の比

較をするのは困難です。 

ウ 運営の改善等 

市が提供する様々なサービスに要する費用は、市民からの税金によって維持されていますが、特

定の人だけが利用するサービスの場合、利用する人と利用しない人との間に税負担の不公平が生ず

ることになります。 

そこで、税負担の公平性が確保され、市民全体が納得できるものとするために、サービスを利用し

た人に対して受ける利益に応じて負担を求めていく「行政サービスの利用者の負担に関する基準」が

定められています。本市では、平成24年度から延長時間帯、平成30年度から通常時間帯の利用者

負担（児童１人当たりの月額：通常時間2,000円、延長時間350円/30分）を導入しています。利用

者負担については、社会福祉審議会へ諮問を行い、児童福祉専門分科会において検討がなされたう

えで、「長野市放課後子ども総合プラン事業の実施に関する条例」で定めています。基準では、事業費

全体の 50%を利用者負担額の目安としていますが、現行では約 25%となっています。今後は、プ

ラン事業のさらなる充実と税負担の公平性の確保を図るため、定期的に利用者負担額の検討を行っ

ていきます。 

エ ワークショップ・地元意見等 

公共施設の見直しに当たっては、平成29年度から市内の全地区において市民ワークショップや地

域住民との意見交換会等を開催しています。 
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市民ワークショップでは、人口減少時代の中、地域の賑わいや、活力あるまちづくりにつながる施

設の集約化、多世代交流の促進を生み出す複合化・多機能化など様々な意見を自由に出し合ってもら

いました。その中で児童館・児童センターは、小学校への集約化との意見や、保育園・子ども広場とい

った子育て関連施設・高齢者のかがやき広場との複合化といった意見が多く出されました。 

また、意見交換会においても、小学校から離れた場所にある児童センターは小学校内に開設できる

ようにするべきといった意見が出されたほか、既存の児童センターが手狭なため、近隣にある他の

公共施設を活用したらどうかといった意見が出されました。 

本計画は施設分類ごとの計画ではありますが、エリアマネジメントの視点と併せて、その提案やご

意見を整理し地域の公共施設再配置検討の参考とします。 

 

オ 対策による影響・効果 

児童館・児童センターについては、総合管理計画の中で「小学校区ごとに、施設の集約化などを検

討する。既存施設の更新は単独で行わず、原則、複合施設とすることから、施設の利用実態や運営方

法を踏まえ、複合化や多機能化の可能性を検討する。」としています。市民ワークショップ等の意見で

もあるように、小学校から離れた場所にある児童館・児童センターの利用児童は、移動にかかる負担

や事故・事件に遭遇するリスクがあります。小学校との複合化ができれば、施設の維持管理費も縮減

することになるため、大きなメリットになります。その反面、単独施設でなくなると、小学校を含めて

他の利用者との調整が必要になり、安定的かつ事業目的に照らして十分な環境の居室の確保が課題

となります。 
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６ 個別施設の方針 

総合管理計画では、施設総量縮減の施策（公共施設マネジメント指針で定めた令和 17 年度（2035

年度）までに公共施設総量（総延床面積）を 20％縮減する目標）や施設の長寿命化等の施策を合わせて

進めることにより、改修・更新費用の縮減を図るものとしています。 

 

 

 

 

 

 

個別施設の方針は、その施設で提供している機能（サービス）を将来的に継続していくのかなどの機

能の方向性と、その機能の方向性に応じて建物を建て替えるのか、改修するのかなどの建物の対策に

より示します。 

（１）機能の方向性 

 提供している機能（サービス）の今後の方向性を、次のように区分します。 

区分 機能の方向性 

継続 計画期間中（10年間）は機能（サービス）を継続 

民営化 
計画期間中（10年間）に機能（サービス）を民間に移行（機能の

実施主体を変更） 

廃止 計画期間中（10年間）に機能（サービス）を廃止 

要検討 現時点において、上記の対策を示せないもの 

（２）建物の対策 

機能の方向性、建物の状態などに応じて、建物の対策を、次のように区分します。 

区分 建物の対策 

集約化・複合化 集約化又は複合化するため建替え又は改修 

長寿命化 ※７ 

耐用年数を超える目標使用年数（原則、新耐震非木造施設は 80年、

木造施設（ＬＧＳ造等含む）は 40 年）まで使用するための長寿命化のため

の改修工事を実施 

単独改築 
集約化・複合化できない場合に単独で建替え(現在の複合施設の建替

えを含む) 

事後保全 
建替えや長寿命化のための改修工事等は行わず、補修等を行いなが

ら当面、維持 

民間譲渡等 民営化のため民間事業者等に建物を譲渡、貸付 

転用    ※７ 機能廃止後の建物を改修し、他の用途（機能）で使用 

解体・譲渡等 機能廃止後の建物を解体、譲渡又は貸付 

 

【総合管理計画 基本方針】 

① 施設総量の縮減と適正配置の実現 ＜目標 20年で２０％削減＞ 

② 計画的な保全による長寿命化の推進 ＜新耐震・非木造 目標使用年数 80年＞ 

③ 効果的・効率的な管理運営と資産活用 

④ 全庁的な公共施設マネジメントの推進 



-21- 

 

 ※７ 「長寿命化」「転用」の施設の長寿命化のための改修工事 

本計画における対策が「長寿命化」「転用」の施設は、総合管理計画の長寿命化基本方針に基づき、目

標使用年数までの間、竣工後20年、30年、40年、60年を目途に『長寿命化のための改修工事』を次

のように実施します。 

《建築物を目標使用年数まで活用するために不可欠な改修事業》 

工事時期の目安 

（建築後の経過年数） 
主な工事内容等 

２０年 

屋根塗装、屋上防水、外壁塗装、コンクリートのひび割れ対策・凍害

対策、シーリング打替え、タイル補修、自火報・蓄電装置・空調・ポン

プ等の設備更新の他、機器の生産終了に対応した改修 

３０年 受変電設備・昇降機更新 

４０年 

コンクリートの中性化対策、鉄筋又は鉄骨の防錆対策、屋根塗装又は

葺替え、屋上防水、外壁塗装、シーリング打替え、タイル補修、トイレ

改修、大規模な仮設建物を設けない程度の内装改修・電気設備更新・機

械設備更新の他、バリアフリー化やニーズの変化に応じた改修 

６０年 20年+30年の工事 

 

ただし、オリンピック施設等の大規模施設は、上記の周期で長寿命化のための改修工事を行うと、対

象年度での工事費が巨額となり、財政への影響が大きいため、必要な工事を５年ごとに実施するなど

平準化を図りながら施設を長寿命化し、目標使用年数までの活用を目指します。 

 

■ 機能の方向性と建物の対策の関係及びイメージ 

 

 

  継 続 

民営化 

廃 止 

要検討 

複数の施設を集約化・複合化 

長く使うために長寿命化改修 

老朽化した建物をそのまま建て替え 

機能の方向性 

機能移転後に建物を転用 

民営化のため建物を譲渡又は貸付 

機能の方向性 

他の用途で使用（必要な改修は実施） 

解体、譲渡、貸付 

補修等を行いながら当面、維持 

どれにも決められない 

建替えや長寿命化のための改修工事等は

行わず、補修等を行いながら当面、維持 

機能移転後に建物を解体、譲渡、貸付 

集約化・複合化 

長寿命化 

単独改築 

転 用 

民間譲渡等 

転 用 

解体・譲渡等 

事後保全 

解体・譲渡等 

事後保全 

建物の対策 
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ア 機能＝「継続」 

建物区分 内 容 

集約化・ 

複合化 

①２以上の施設を更新時に複合化 

 

 

 

 

 

 

例）支所と公民館の複合化   例）２以上の体育館を集約化 

②Ａ施設の一部を改修して他の用途を加え、複合施設とする。 

  なお、Ｂ施設の対策は解体・譲渡等、転用又は民間譲渡等となる。 

 

 

 

 

 

例）学校の空教室を改修し、福祉施設と複合化 

長寿命化 耐用年数を超える目標使用年数まで使用するため改修 

 

 

 

単独改築 同じ施設をそのままの内容で建て替え （複合化できない場合） 

 

 

 

 

イ 機能＝Ｂが「継続」、Ａが「廃止」の組み合わせ  （転用の例） 

建物区分 内 容 

Ａは転用 

Ｂは解体・

譲渡等 

用途廃止した施設を改修して用途変更 

 

 

 

 

 

 

 
 

事例）旧フルネットセンターを公文書館に転用 

 

ＡとＢが同じ分類
（色）の場合は集
約化となります。 

新耐震非木造施設
は原則80年 

現在の複合施設を
そのまま建て替え
る場合も含む 

Ｂの機能は

「継続」 

Ａの機能は

「廃止」 
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ウ 機能＝「継続」又は「要検討」 

建物区分 内 容 

事後保全 大規模改修等は行わず、事後保全により維持管理を継続 

 

 

 

   

エ 機能＝「民営化」 

建物区分 内 容 

民間譲渡等 民間にサービスを引き継ぐ        例）保育所の民営化 

 

 

 

 

オ 機能＝「廃止」 

建物区分 内 容 

解体・譲渡

等 

有償、無償による譲渡（売却益は基金へ） 

 

 

廃止後の施設を解体 

 

 

 

（３）実施時期 

ア 対策を実施する時期について、次の各区分に「〇」を、実施時期が期間外の場合は、期間内欄

に「期間外」を表示します。 

区 分 概 要 

前期 計画期前半（令和３（2021）～令和７（2025）年度）に実施予定の場合 

後期 計画期後半（令和８（2026）～令和12（2030）年度）に実施予定の場合 

期間内 前・後半は未定だが、計画期間中（10年間）に実施予定の場合 

 

イ 空欄とする場合 

区 分 概 要 

事後保全 特段の対策（改修等）がないため空欄 

あまりお金を
かけずに維持 
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(４)個別施設の方針（10年間の対策等） 

 

対象となる施設の今後の方針は、次のとおりです。 

No. 施設名 地区 機能の方向性 建物の対策 
実施時期 

前期 後期 期間内 

1 

加茂児童センター 第一 継続 長寿命化 ○     

築年数が20年を超えていることから、本計画前期の2025年までに必要な予防保全工事を行い、放課後等の児童の居場所として

機能を維持する。 

2 

箱清水児童センター 第二 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある城山子どもプラザとの統

合を検討する。 

3 

湯谷児童センター 第二 継続 長寿命化 ○     

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2025年を目途に予防保全工事を行う。 

4 

長野中央児童館 第三 廃止 転用     ○ 

平成30年度より休館。現在は倉庫として利用。居町区公民館との合築のため、当面の間は事後保全により維持する。 

5 

柳町児童センター 第三 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある城東子どもプラザとの統

合を検討する。 

6 

南部児童センター 芹田 継続 長寿命化     期間外 

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、予防保全を行う。 

7 

裾花児童センター 第五 継続 長寿命化     期間外 

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、予防保全を行う。 

8 

吉田児童センター（ノルテながの内） 吉田 継続 長寿命化     期間外 

民間との複合化施設であるノルテながの内に放課後等の児童の居場所として設置したため、施設全体の方針に沿って管理していく。 

9 

日詰児童館 芹田 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある緑ヶ丘子どもプラザとの

統合を検討する。 

10 

古牧児童センター 古牧 継続 長寿命化     期間外 

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、予防保全を行う。 

11 

三輪児童センター 三輪 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用していく。 

12 

古里児童センター 古里 継続 長寿命化 ○     

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2022年を目途に必要な予防保全工事を行う。 
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No. 施設名 地区 機能の方向性 建物の対策 
実施時期 

前期 後期 期間内 

13 

柳原児童センター 柳原 継続 長寿命化   ○   

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2028年を目途に必要な予防保全工事を行う。 

14 

浅川児童センター 浅川 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある浅川子どもプラザとの統

合を検討する。 

15 

大豆島児童センター 大豆島 継続 長寿命化     期間外 

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、予防保全を行う。 

16 

朝陽児童センター 朝陽 継続 解体・譲渡等 ○     

令和３年度に朝陽小学校内にプラン機能を移転予定。移転後の建物は解体する。 

17 

若槻児童館 若槻 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある若槻子どもプラザとの統

合を検討する。 

18 

徳間児童センター 若槻 継続 長寿命化 ○     

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2025年を目途に必要な予防保全工事を行う。 

19 

長沼児童センター 長沼 継続 解体・譲渡等 ○     

令和元年東日本台風災害で被災したため、建物は解体し、長沼小学校内にプラン機能を移転する。 

20 

安茂里児童センター 安茂里 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、建物は、補修を行いながら使用していく。 

21 

松ヶ丘児童センター 安茂里 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある松ヶ丘子どもプラザとの

統合を検討する。 

22 

芋井児童センター 芋井 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内へのプラン機能の移転を検討す

る。 

23 

共和児童センター 篠ノ井 継続 長寿命化 ○     

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2025年を目途に必要な予防保全工事を行う。 

24 

塩崎児童館 篠ノ井 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある塩崎子どもプラザと統合

を検討する。 

25 

篠ノ井西児童センター 篠ノ井 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用し、小学校内にある篠ノ井西子どもプラザと統

合を検討する。 
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No. 施設名 地区 機能の方向性 建物の対策 
実施時期 

前期 後期 期間内 

26 

篠ノ井中央児童センター 篠ノ井 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、当面の間、建物は補修を行いながら使用していく。 

27 

篠ノ井東児童センター 篠ノ井 継続 長寿命化     期間外 

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、予防保全を行う。 

28 

松代花の丸児童センター 松代 継続 長寿命化 ○     

令和元年東日本台風災害で被災したため復旧工事を実施。放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2021年を目途に必要な予

防保全工事を行う。 

29 

松代東条児童センター 松代 継続 長寿命化 ○     

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2024年を目途に必要な予防保全工事を行う。 

30 

豊栄児童館 松代 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、小学校校舎内施設のため、小学校と一体的に方針を検討する。 

31 

綿内児童センター 若穂 継続 長寿命化 ○     

築年数が20年を超えていることから、本計画前期の2025年までに必要な予防保全工事を行い、放課後等の児童の居場所として

の機能を維持する。 

32 

川田児童館 若穂 継続 解体・譲渡等 ○     

令和３年度に川田小学校内に子どもプラザを開設し、プラン機能を移転予定。建物は移転後に解体する予定。 

33 

保科児童センター 若穂 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、小学校校舎内施設のため、小学校と一体的に方針を検討する。 

34 

昭和児童センター 川中島 継続 事後保全       

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、建物は、補修を行いながら使用していく。 

35 

川中島児童センター 川中島 継続 長寿命化 ○     

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2024年を目途に必要な予防保全工事を行う。 

36 

青木島児童センター 更北 継続 長寿命化 ○     

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2023年を目途に必要な予防保全工事を行う。 

37 

下氷鉋児童センター 更北 継続 長寿命化     期間外 

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、予防保全を行う。 

38 

三本柳児童センター 更北 継続 長寿命化 ○     

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2024年を目途に必要な予防保全工事を行う。 
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No. 施設名 地区 機能の方向性 建物の対策 
実施時期 

前期 後期 期間内 

39 

豊野西部児童センター 豊野 継続 長寿命化   ○   

放課後等の児童の居場所として機能を維持し、2026年を目途に必要な予防保全工事を行う。 

40 

豊野東部児童館 豊野 継続 事後保全       

令和３年度以降に豊野東小学校内にプラン機能を移転予定。建物の後利用については今後検討する。 

  

利用児童数の増加や、老朽化により児童の居場所としての機能が維持できなくなった場合、子どもプ

ラザとの統合（子どもプラザがない校区はプラザの新設）を図ることを原則としますが、必要な機能を

確保できない場合には、最低限の増改築も含めて、対策を検討します。 

 

上記施設のほか、面積が小さい等の理由で、評価・検討等を省略した施設については、施設の改修や

更新の時期を捉え、個別に改修、機能移転、廃止等の対策を検討、実施していきます。 
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７ 個別施設の対策等に係る費用 

（１）概算費用 

６の(4)個別施設の方針（10 年間の対策等）で示した方針に係る計画期間中の改修、更新、解体費用

の試算額は、次のとおりです。 

表３ 対策に要する概算費用 

建物の対策 前半 後半 10年間 

集約化・複合化 0.0億円 0.0億円 0.0億円 

長寿命化 4.4億円 0.7億円 5.0億円 

単独改築 0.0億円 0.0億円 0.0億円 

事後保全 0.0億円 0.0億円 0.0億円 

民間譲渡等 0.0億円 0.0億円 0.0億円 

転用 0.4億円 0.4億円 0.9億円 

解体・譲渡等 1.4億円 0.0億円 1.4億円 

計 6.3億円 1.1億円 7.4億円 

注）端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。 

 

（２）対策の効果 

施設の解体や民間譲渡を進めることにより、将来的な改修費や更新費が削減されます。また、長寿命

化改修により施設を長く使用することで、長期的には改修・更新経費の低減が見込まれます。 

６の(4)で示した対策を実施した場合の今後 10年間の改修・更新経費の推計及び、４の（６）で試算し

た、当該施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の（自然体の）経費見込みとの比較は次のとおりで

す。 

表４ 対策の効果 

対策前 対策後 効果 

面積（㎡） 改修・更新経費 面積（㎡） 改修・更新経費 面積（㎡） 改修・更新経費 

12,850.02 18.3億円 12,061.65 7.4億円 788.37 10.9億円 

 

今後 1０年間で、施設総量は 788.37 ㎡縮減（建物の対策を「民間譲渡等」、「解体・譲渡等」としたも

の）、改修・更新経費は 10.9億円の削減効果が見込まれます。（推計方法は次頁参照） 
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【対策に要する概算費用の推計方法】 

① 改修・更新時期の基本的考え方 

 

② 建物の対策別の積算経費の内容 

建物の対策 対策に要する経費 

集約化・複合化 更新費+解体費 

長寿命化 改修費 

単独改築 更新費+解体費 

事後保全 なし 

民間譲渡等 なし 

転用 改修費 

解体・譲渡等 解体費 

③ 金額の算定方法 

改修費、更新費、解体費ともに㎡単価×面積により算出する。 

受変電設備及びエレベータ改修は、１基当たりの改修費を想定する。 

 

 

 

 

 

 
   改修単価は、中長期保全計画（平成31年２月）において推計した中規模施設の改修費の平均単価 

   更新単価は、長野市公共施設白書における推計単価（財団法人自治総合センターの調査研究報告書による） 

   解体単価及び受変電設備・エレベータ改修費は、公共施設マネジメント推進課で想定 

   (各単価には、設計、監理、仮設建物、外構にかかる経費を含まない) 

④ 計上年度の考え方 

ア：改修は、築 20、40、60 年目に計上。ただし、過去に当該改修相当の改修工事を行っている場合

は、その実施年度から起算し先送り 

イ：更新は、①に示した各年度に計上。ただし、アと同様に先送り 

ウ：受変電設備、エレベータは、設置年度から30、60年目に計上  

ア及びイにおいて、該当する年度が既に経過している積み残し分など、計上すべき年度と「対策の

実施時期」が異なる場合は、「対策の実施時期」に応じて平準化して計上 

⑤ 積算後の調整（大規模施設の中長期保全計画） 

中長期保全計画において改修・更新経費を推計した大規模施設については、構造等が特殊であり、③

で推計した改修・更新経費との乖離が大きいため、中長期保全計画の推計額に置き換える。 

 

ア：築20年目に改修し、築40年で更新

イ：改修せず、築50年で更新

200㎡未満 ウ：改修せず、築50年で更新

200㎡以上 エ：20年毎に改修し、目標使用年数80年で更新

オ：30年毎に改修

非木造
新耐震

木造（LGS造含む）

旧耐震

受変電設備及びエレベータ

【1基当たり改修費】（単位：千円）

改修費

15,000

20,000

30,000

種別

受変電設備

エレベータ
（11人乗り以下）

エレベータ
（12人乗り以上）

（単位：千円）

構造 20年目 40年目 60年目 更新 解体

42 166 42 400 30

19 147 19 280 20

42 0 0 400 30

19 0 0 280 20

【単価表】

非木造

木造
集合住宅

事務所（その他）

集合住宅

事務所（その他）

棟用途
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８ 公共施設マネジメントの更なる推進に向けて 

人口減少の進展、人口構造の変化、市民ニーズの多様化、令和元年東日本台風災害からの復旧・復興

など、本市財政を取り巻く状況は一層厳しくなっていることから、本市が保有する公共施設については、

施設総量の縮減目標を踏まえて、総合管理計画における４つの基本方針と取組の柱に基づく老朽化対

策を、全庁的に進めていく必要があります。 

一方、市民が日々利用している公共施設の統廃合等については、慎重な対応が求められることから、

本計画の対策は、現時点で示すことのできる範囲となっています。 

今後も検討が必要としている施設など、積み残している課題がある施設については、総合管理計画

の方向性や、施設の現状と課題を踏まえ検討を続け、方針が定まったものから計画の見直しを行ってま

いります。 

 

本計画の推進に当たっては、施設ごとに利用率や老朽度、近隣の類似施設の有無などの状況を踏ま

え、地域をはじめ関係者と十分に協議を重ねながら、柔軟かつ機動的に進め、実効性のあるマネジメン

トに取り組んでまいります。 

 

なお、令和３年度には、本計画の対策等を反映して、インフラ施設を含む総合管理計画の改訂に取り

組み、「将来世代に負担を先送りせず、より良い資産を次世代に引き継いでいく」公共施設マネジメント

を推進してまいります。 
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＜資料＞ 

（1）利用状況一覧 〔４ 施設の現状と課題（４）利用状況 図７関係〕 

 

No. 施設名 地区 利用区分 単位
平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

平成30年度

(2018年度)

令和元年度

(2019年度)

1 加茂児童センター 第一 利用者数 人 10,585 12,030 13,120 15,465

2 箱清水児童センター 第二 利用者数 人 9,559 11,094 8,088 8,552

3 湯谷児童センター 第二 利用者数 人 14,214 13,826 12,792 12,693

4 長野中央児童館 第三 利用者数 人 5,762 6,220 0 0

5 柳町児童センター 第三 利用者数 人 12,917 15,879 15,407 12,955

6 南部児童センター 芹田 利用者数 人 21,182 17,524 21,032 23,541

7 裾花児童センター 第五 利用者数 人 12,958 11,762 15,965 11,752

8
吉田児童センター（ノルテながの

内）
吉田 利用者数 人 19,183 20,883 23,039 19,818

9 日詰児童館 芹田 利用者数 人 9,444 8,971 9,827 7,282

10 古牧児童センター 古牧 利用者数 人 21,342 24,819 21,478 20,573

11 三輪児童センター 三輪 利用者数 人 26,662 27,898 27,820 25,160

12 古里児童センター 古里 利用者数 人 27,366 29,974 24,090 24,226

13 柳原児童センター 柳原 利用者数 人 15,919 16,072 18,655 20,105

14 浅川児童センター 浅川 利用者数 人 7,401 4,982 5,390 4,919

15 大豆島児童センター 大豆島 利用者数 人 39,027 41,041 43,385 39,173

16 朝陽児童センター 朝陽 利用者数 人 21,295 19,338 20,345 18,827

17 若槻児童館 若槻 利用者数 人 11,451 10,726 9,080 10,959

18 徳間児童センター 若槻 利用者数 人 22,073 22,791 23,538 19,809

19 長沼児童センター 長沼 利用者数 人 11,807 12,805 11,675 9,665

20 安茂里児童センター 安茂里 利用者数 人 14,106 15,447 14,343 14,450

21 松ヶ丘児童センター 安茂里 利用者数 人 9,170 11,132 11,017 8,879

22 芋井児童センター 芋井 利用者数 人 4,233 4,490 4,245 4,219

23 共和児童センター 篠ノ井 利用者数 人 29,167 28,890 28,735 25,713

24 塩崎児童館 篠ノ井 利用者数 人 10,222 12,077 11,005 9,752

25 篠ノ井西児童センター 篠ノ井 利用者数 人 16,615 16,533 17,330 13,248

26 篠ノ井中央児童センター 篠ノ井 利用者数 人 21,862 24,102 28,283 29,881

27 篠ノ井東児童センター 篠ノ井 利用者数 人 17,389 16,215 14,873 14,726
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（2）コスト一覧（単位：千円）〔４ 施設の現状と課題（５）維持管理コストの状況 図８関係〕 

 

No. 施設名 地区 利用区分 単位
平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

平成30年度

(2018年度)

令和元年度

(2019年度)

28 松代花の丸児童センター 松代 利用者数 人 19,157 17,503 15,634 14,828

29 松代東条児童センター 松代 利用者数 人 13,696 10,321 11,104 11,421

30 豊栄児童館 松代 利用者数 人 5,926 5,892 5,341 6,039

31 綿内児童センター 若穂 利用者数 人 20,854 21,207 20,006 22,476

32 川田児童館 若穂 利用者数 人 17,827 16,213 10,613 10,808

33 保科児童センター 若穂 利用者数 人 9,953 7,814 7,615 8,116

34 昭和児童センター 川中島 利用者数 人 35,015 32,408 26,496 24,938

35 川中島児童センター 川中島 利用者数 人 22,353 23,160 20,462 19,606

36 青木島児童センター 更北 利用者数 人 17,437 17,492 16,198 17,740

37 下氷鉋児童センター 更北 利用者数 人 21,300 18,307 20,674 19,460

38 三本柳児童センター 更北 利用者数 人 28,549 25,182 26,496 27,266

39 豊野西部児童センター 豊野 利用者数 人 18,987 22,347 20,575 19,128

40 豊野東部児童館 豊野 利用者数 人 11,830 8,186 10,218 7,783

No. 施設名 地区
平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

平成30年度

(2018年度)

令和元年度

(2019年度)

1 加茂児童センター 第一 8,054 9,161 9,430 10,881

2 箱清水児童センター 第二 9,101 9,894 9,895 10,399

3 湯谷児童センター 第二 11,051 11,242 11,332 12,149

4 長野中央児童館 第三 5,394 6,583 0 0

5 柳町児童センター 第三 7,646 8,389 10,165 10,918

6 南部児童センター 芹田 13,363 13,905 15,099 16,186

7 裾花児童センター 第五 13,310 12,959 14,518 16,059

8 吉田児童センター（ノルテながの内） 吉田 16,048 18,495 17,620 16,039

9 日詰児童館 芹田 8,380 8,699 9,384 9,407

10 古牧児童センター 古牧 10,153 11,908 9,859 10,495

11 三輪児童センター 三輪 13,565 13,546 13,372 14,835

12 古里児童センター 古里 15,479 16,594 15,879 16,763

13 柳原児童センター 柳原 10,803 11,082 11,883 12,246

14 浅川児童センター 浅川 7,785 8,198 7,849 9,171

15 大豆島児童センター 大豆島 16,784 15,566 11,197 12,009

16 朝陽児童センター 朝陽 10,853 11,097 11,171 11,204



-33- 

 

 

No. 施設名 地区
平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

平成30年度

(2018年度)

令和元年度

(2019年度)

17 若槻児童館 若槻 10,092 10,144 12,157 11,809

18 徳間児童センター 若槻 10,857 12,815 10,922 10,657

19 長沼児童センター 長沼 5,777 7,214 6,948 8,110

20 安茂里児童センター 安茂里 12,195 11,043 11,793 12,059

21 松ヶ丘児童センター 安茂里 9,314 10,299 11,003 11,283

22 芋井児童センター 芋井 6,375 6,977 7,071 7,356

23 共和児童センター 篠ノ井 13,740 16,382 13,433 13,131

24 塩崎児童館 篠ノ井 11,965 11,225 11,560 13,214

25 篠ノ井西児童センター 篠ノ井 11,780 12,730 11,258 11,000

26 篠ノ井中央児童センター 篠ノ井 11,239 12,883 12,966 12,948

27 篠ノ井東児童センター 篠ノ井 13,256 14,441 13,471 13,876

28 松代花の丸児童センター 松代 9,303 9,999 10,777 10,793

29 松代東条児童センター 松代 8,780 8,782 9,266 9,917

30 豊栄児童館 松代 6,026 6,211 6,562 6,910

31 綿内児童センター 若穂 10,366 13,234 10,068 11,393

32 川田児童館 若穂 11,975 10,952 11,160 12,267

33 保科児童センター 若穂 8,565 8,947 9,904 10,664

34 昭和児童センター 川中島 15,183 13,998 14,270 18,222

35 川中島児童センター 川中島 11,080 10,750 12,284 12,407

36 青木島児童センター 更北 9,903 11,042 9,407 9,675

37 下氷鉋児童センター 更北 10,924 10,665 12,708 10,497

38 三本柳児童センター 更北 13,921 13,513 12,118 13,024

39 豊野西部児童センター 豊野 11,779 14,510 11,159 13,608

40 豊野東部児童館 豊野 7,285 9,496 7,593 10,713

【本計画の対象となる施設所管課】 

・こども未来部 こども政策課 

 

【お問い合わせ先】 

・総務部 公有財産活用局公共施設マネジメント推進課 

電話 026-224-7592 


